
 

 

平成３０年度 高等学校等就学支援金について 

  

 

 

 

（平成３０年７月申請から基準税額が変更されます。世帯年収の目安は変わりません。） 

 対象世帯区分

 月額支給額  手続き
 基準税額等  世帯年収の目安

Ａ 住民税が「非課税」の世帯 

 
約 250万円未満 

24,750円 

（加算額 14,850 円） 

 
  

 
 

申
請
が
必
要
で
す 

Ｂ 県民税・市町村民税所得割額の合計額が

85,500円未満の世帯 

  ※昨年度市町村民税所得割額が 51,300 円未満の世帯 

約 250万円～ 

約 350万円 

19,800円 

（加算額 9,900 円） 

Ｃ 県民税・市町村民税所得割額の合計額が

257,500円未満の世帯 

  ※昨年度市町村民税所得割額が154,500円未満の世帯 

約 350万円～ 

約 590万円 

14,850円 

（加算額 4,950 円） 

Ｄ 県民税・市町村民税所得割額の合計額が

507,000円未満の世帯 

  ※昨年度市町村民税所得割額が304,200円未満の世帯 

約 590万円～ 

約 910万円 

9,900円 

（基準額） 

Ｅ 県民税・市町村民税所得割額の合計額が

507,000円以上の世帯 

  ※昨年度市町村民税所得割額が304,200円以上の世帯 

約 910万円以上 対象外 

 

上記表のＡ～Ｄが対象世帯になります。 

 

注意）昨年度まで基準の税額は、市町村民税の所得割額が判定基準となっておりましたが、都道府県か 

    ら指定都市への税源移譲に伴い、都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が判定基 

準となります。（予定） 

 

平成３０年７月申請のご案内は、５月下旬ころに配布いたします。よくお読みいただき、提出期 

限までに必要書類の提出をお願いします。 



 
多治見西高等学校  


